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○不登校による弊害と児童・生徒指導との関連
（１）不登校による弊害

○ 学校は、集団活動を通して児童生徒の健全な発達を援助し、児童生徒が現在及
び将来において 「自立した『生きる力 」を身につける場（下図参照）である。、 』
そのため、不登校により学校での教育を受けないことによって、次のような弊害

が生じると考えられる。
・社会性の基となる「人とかかわっていく力」が身につきにくい。
・集団活動や体験活動を通して身につくような自己存在感、自己有用感、責任感
が希薄化する。

・基礎的な学力の不足や体力の低下につながる場合が多い。
・生活のリズムの乱れから、基本的な生活習慣が身につかないことがある。
・長期化すると自己否定的な考え方が強まったり 「引きこもり」につながった、
りする可能性が高くなる。

（２）児童・生徒指導との関連
下図は、児童・生徒指導のイメージ図であり、児童・生徒指導の意義を表したもの

である。不登校を未然に防止することは、本来の児童・生徒指導を推進することと密
接な関係があり、そして、その基本として、栃木県では「学業指導の充実」を推進し
ているところである “集団の中で学ぶ”という学校教育の特質を生かして、子どもた。
ち一人一人を成長させる視点に立って指導していくことが必要である。

社会や集団の変化に個として主体的に対応できる能力 社会的な自立

学 校

生 き る 力

〔確かな学力〕 〔豊かな人間性〕 〔健康・体力〕
自分で課題を見つけ､自ら学び､ 自らを律しつつ、 たくましく生きるための
主体的に判断し、行動し、 他人とともに協調し、 健康・体力
よりよく問題を解決する知力 他人を思いやる心や感動する心

【児童・生徒指導】
自己指導能力の育成

自己をありのままに認めること（自己受容 、自己に対する洞察を深めること（自己）
理解) を基盤に、自らの追求しつつある目標を確立、明確化するとともに、目標達成
に向けて主体的に自らの行動を決断、実行する力

児童生徒が、自己及び周囲にとって適切な行動を自ら考え
判断し、責任を持って実行できる力

【留意点】
・一人一人の児童生徒が自己存在感を実感できる場の設定
・教員と児童生徒及び児童生徒間の共感的理解の促進
・自己決定の場の設定と可能性の開発の援助

［学業指導の充実］
☆ 学びに向かう集団づくり ☆ 子どもが意欲的に取り組む授業づくり


